
第11回 社会保障カード（仮称）の在り方に関する検討会  

議事次第  

目時  平成21年2月6日（金）  

10 時 ～ 12 時  

場所  九  段  会  館  

1 開会  

2 議題   

（∋ 社会保障カード（仮称）を巡る最近の状況  

② 「これまでの議論の整理」に基づく主な検討事項の整理  

3 閉会  

（配布資料）  

資料1－－1   

資料1－2   

資料1－・3  

資料1－・4  

資料1－・5  

資料1－・6  

資料1－7   

資料2  

次世代電子行政サービス基盤等検討プロジェクトチームにおけ  

る検討状況  

「電子私書箱（仮称）構想の実現に向けた基盤整備に関する検討  

会」－電子私書箱（仮称）プラットフォーム基本設計一  

住民基本台帳カードについて  

公的個人認証サービスの利便性向上に向けた取組  

地域情報プラットフォームの普及に向けて  

レセプトのオンライン化の状況について  

社会保障カード（仮称）を巡る最近の状況   

「これまでの議論の整理」に基づく主な検討事項の整理（案）  

（参考資料）  

「医療保健・介護保険関連番号の考え方について」 （大江委員提出）   



次世代電子行政サービス基盤等検討  

プロジェクトチエムにおける検討状況  

平成21年2月6日  

内閣官房IT担当室  

【次世代電子行政サービス基盤等検討プロジェクトチーム名簿】  
井堀幹夫  
梅本和典  
遠藤紘一  
紺野秀之  
清水俊彦  
真顔務  
鈴木清晃  

座長須藤修  
茶谷達雄  
中島純三  
西村貞一  
横江公美  
横塚裕志  

市川市情報政策監（C10）  
イオン株式会社執行役グループIT責任者  
（社）日本経済団体連合会情報通信委員会情報化部会長（株式会社リコー取締役副社長執行役員）  
東京都総務局情報システム部長  
東京電力株式会社情報通信事業部長  
株式令社工ヌ・テイ・テイ・ドコモ執行役員第一法人営業部長  
郵便局株式会社専務執行役員  
東京大学大学院情報学環教授  
電子政府推進員  
（財）全国地域情掛ヒ推進協会技術専門委員会副委員長（株式会社日立製作所執行役常務）  
日本商工会議所情報化委員会委員長（大阪商工会議所副会頭株式会社サクラクレバス取締役社長）  
PACIFEC21代表  
東京海上日動火災保険株式会社常務取締役  

金融庁、総務省、法務省、財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省  
オブザー′ト内閣官房情報セキュリティセンタ、内閣府規制改革推進室  

【引越ワンストップサービス実現検討り「キンググループ名簿】  
井堀幹夫 市川市情報政策監（Cト○）  

主査後藤玲子 茨城大学人文学部社会科学科進数授   
佐藤一夫 株式会社NTTドコモ法人営業本部モバイルデザイン推進室  

担当部長   
佐藤政行 （社）日本経済団体連合会情報通信委員会情報化部会汀新  

改革戦略推進ワーキンググループ委員  
（株式会社セブン＆アイ■ホールディングスシステム企画部  
CVSシステム執行役員シニアオフィサー）   

風間洋人 東京電力株式会社新事業推進本部情報通信事業部ホーム  
ネットワーク事業グループマネージャー   

野田和也 郵便局株式会社専務秘書役 兼 地域C00統括担当部長   
吉本明平 （財）全国地域情報化推進協言義会企画部担当部長  
総務省、法務省、経済産業省  

【退職ワンストソプサービス実現検討ワーキンググループ名簿】  
桑山義明 株式会社シーガル代表取締役社長  
小原純治 健康保険組合連合会組合支援事業部業務支援グループ  

指導員   
柴崎亮介 東京大学教授・空間情報科学研究センタこ長  

主査芝田文男 企業年金連合会企画振興部長  
高柳昭彦 川口市企画財政部次長兼情報政策課長   
多田明博 （社）日本経済団体連合会情報通信委員会情報化部会1T  

新改革戦略推進ワーキンググループ委員  
（東レ株式会社経営企画室部長）  

総務省、国税庁、厚生労働省、社会保険庁   
オブザーバー総務省情報流通行政局地域通信振興課  

地方情報化推進室  

次世代電子行政サービス基盤等検討プロジ工クトチームの会合資料は右記からご覧になれます。http．／／wwwkanlei．go．jp価／Singint2／nextg／index．html   



1．次世代電子行政サービス（eワンストップサービス）の実現に向けた   

グランドデザイン（概要）（平成20年6月4日）  

Ⅰ次世代電子行政サービスとは  

Ⅱ ライフイベントに即したワンストップサービス  

Ⅲ ワンストップサービスを実現する技術要素  

Ⅳ 次世代電子行政サービスの実現に向けて   

2．2008年度のプロジェクトチームとワーキンググループのタスク  

サービス基盤めイメージ図 具体的な目標  

2．行政事務の最適化の推進   
○ サービスの付加価値の向上と効率化   
● 全体最適を意識した業務プロセスヘの変革   
○ 今まで実現できなかったサービスの実現etc 

－ 

行政サービス連携  

．国民と行政の信頼強化  
○ 行政サービス・情報■プロセスの見える化  
○／個人情報へのアクセス履歴の本人からの閲覧  

etc 

多くの利用が見込め、かつ国や地方、個人や企業が係わ  
るイベントである「引越」と「退職」の？ンストップサービス  

実現を次世代電子行政サ⊥ビスの第一歩とする。   



ライフイベント単位で手続をワンストップ化→利用者の利便性向上、行政の効率化  

BPRによる効率化、添付書類の削減、一元的でわかりやすい情報提供などを推進  

効果（引越）  効果（退職）  

官民あわせて年間約1000億巴竺のコスト削減効果の見込み  

［ブ悪賢転A習杜鍵  

官民あわせて年間約1200億円竺のコスト削減効果の  

訪問：6機関  

添付：15書類  

訪問：企羞馳個人は公共塩基安  
喜．   

添付：  な占  

旦9塵男  企業・退職者側の効果が約900憶円、サービス提供者側の効果が約300條円  

引越ワンストップのイメージ  退職ワンストップのイメージ  

現在  

・保雷l曇の決定  

・引轟l会社の決定 ○  
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冊 サービスを実現するた吟に「eワンストップ・イニシアティブ」を推進する。先行プロ   
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銅  
造の社会へ導く次世代電子行政サニビえ面趣続的な成長だ向げた由緒みを進紘  

■ PTとWGのタスク  

2008年度の主な活動内容は、グランドデザインに描かれた将来像を実現するための計画策  

定とする。  

①標準モデルとして選択した引越・退職のワンストップサービスに関して、2010年度卿こ  
実現する当初のサービス範囲を明確化し、当初実現するサービスの具体的な実現方策  

について検討する。   

②引越・退職の個別具体的な手続に限らず、将来提供するサービスの実現のための方向  
性等について検討する。  

がダー 
一叫＿， 

引越手続のワンストップサービス実現に向けた検討をする。将来像を実現するためには、技術的、制  
度的等の様々な観点からの検証作業が必要となることから総務省の「地域情報プラットフォーム推進  

事業」に係る委託事業の検討内容等を通じてグランドデザイン実現の方策等について検討する。  

なお、今年度の総耗省の委託事業では自治体一自治体、自治体一民間との連携が検証範囲である  
が、省庁一自治体における連携についても本WG内にて検討する。  

退職手続のワンストツフサービス実現に向けた検討をする。特に、退職手掛こ関する現状分析や将来  

像を明確化し、当初のサービス開始に向け今後必要とされる実証実験の実施等を含めた具体的な実現  
方策等について検討する。   



オンライン利用拡大行動計画（平成20年9月1  2日汀戦略本部決定）より抜粋  

オンライン利用に係るガイドラインの策定  

内閣官房（lT担当室及び情報セキュリティセンター）において、電子政府の手続に応じたセキュリティ確保策、ユーザ  

ビリティ向上方策について政府横断的な統一ガイドラインを策定することに向け、有識者を含めた検討の場を速やか  
に立ち上げ、「セキュア■ジャパン2008」における取組も踏まえつつ、経済産業省及び関係府省の協力を得て、年度内  

に一定の方向性を取りまとめることとする。  

政府ガイドライン作成検討会（平成20年10月2日より開催）  

座  長：須藤 修 東京大学大学院情報学環教授  
座長代理：辻井重男 情報セキュリティ大学院大学学長 他（計23名）   

課題：  

電子政府の手続に応じたセキュリティ確保策及びユーザビリティ向上方策について政府横断的な統一ガイ地  

を遠足することに向け、年度内に一定の方向性を取りまとめ。  

リティ分科会  ユーザビリティ分科会  

主査：  

山田 肇 東洋大学経済学部教授  

主査代理：  

主査：  

辻井 重男 情報セキュリティ大学院大学学長  

主査代理：  

佐々木良一 東京電機大学未来科学部教授  

他 （計10名）  

黒須 正明（独）メディア教育開発センター理事長補佐  

他 （計10名）   



「電子私書箱（仮称）構想の実現に向けた基盤整備に関する検討会」  

－電子私書箱（仮称）プラットフォーム基本設計－  

「電子私書箱（仮称）構想の実現に向けた基盤整備に関する検討会」ユースケース検討ワーキンググループ中間報告（抜粋）  

平成21年2月6日  

内閣官房IT担当室  

◆活動状況   

汀戦略本部が策定した「重点計画－2007」において「国民視点の社会保障サービスの実現に向けての電子私書箱（仮  

称）の創設」が盛り込まれたことを受け、2007年度「電子私書箱（仮称）による社会保障サービス等の汀化に関する検  
討会」開催。具体的なユースケースによる検討詳細化を行うため、2008年度「電子私書箱（仮称）構憩の実現lこ向け   

た基盤整備に関する検討会」を開催。  
ノこれまで8／22、11／5、12／17の3回開催。2008年度内とりまとめ予定。  
／特定健診結果、年金記録をユースケースとして検討を行うため、ユースケース検討ワーキンググループを設  
置、これまで8回開催。昨年12月の第3回検討会に中間報告「電子私事偏（脚  
告書ver酬L   

㊥ユースケース検討ワーキンググループ中間報告概要   
特定健診一特定保健指導、年金記録をユースケニスとし、情報保有機関と国民との間の情報伝達の要となる重量私   
重森鮎吐フォームについて、①連術仕様臼≡王魁阻遠国J蜘に関する検   
討及び②剋度飽速急に関する検討状況を報告。  

山本 隆一   



各情報保有機関がばらばらに情報提供を行うより毛、  

電子私書箱（仮称）の活用によ  仇「安全」かつ「利便性高く」情報提供を行うことが可能となる。  

謝接甜聯鮪簡襲l殊遇       I8餐理助ヨ発転義低減忍苦惑  
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ユースケース検討ワーキングゲル＝プにおける検討の成果  

・技術仕様に関する検討   

一情報保有機関が保有すろ本人の社会保障情報等を利用者が入手、閲覧及び活用で  
きるための電子私書箱（仮称）へのアクセス手法に関する技術仕様を検言寸し、基本設  
計（モデル図等）として構成した。   

－また、特定健診結果及び年金記録のユースケースに基づき、基本設計の適用可能  
性について検討し、その結果を一定の方向性として「電子私書箱（仮称）プラットフォー  
ム基本設計報告書」としてとりまとめた。  

・制度的課題に関する検討   

一電子私書箱（仮称）に関連した制度的課題のうち、個人情報保護、情報セキュリティ  
及び情報通知完了時期等に係る制度的な課題を具体化し整理した。  

・電子私書箱（仮称）は、社会保障や電子行政等において情報を効率的に提供する「信頼で   
きる基盤」と位置づけられ、政府機関等による情報提供サービスを構築する際の基本設   
計となりう′るものと考えている。  

・具体的には、厚生労働省で検討されている「社会保障カード（仮称）」構想や、内閣官房IT   
担当室で検討されている「次世代電子行政サービス」等の設計の際に、電子私書箱（仮   
称）の基本設計が活用されることが望まれる。  

電子私書箱（仮称）の実現に向けた基盤整備に関する検討会の資料は右記からご覧になれます。http：／／WWW．kantei．gojp月P／singi／it2／epo－box2Iindex．html   



住民基本台帳カードについて  

平成21年2月6日  

総務省自治行政局市町村課  

◎住基カードのtCチップに新たに券面事項を記録することとし、その情報を活用することにより、本人確認   
機能が強化される新しい住基カードを平成21年4月下旬目途から全市区町村において順次発行予定。  

◎偽造防止措置を施した共通ロゴマークを制定しカードの認知度アップを図る。   



住基カードを利用した年齢確認（イメージ）  

住基カード（写真付き）の生年月日を確認することで、年齢確認が簡易に可能。  

△‥ムーー・淡  
■  ■  いlT■■  

b叫■｝R－l▲モ■き  

」■ ■l ヽ・■′い ■Tl」▲卜■l⇒  

＝＝，   

キャッシュカードや運転免許証と   
同サイズで携帯に便利  

∴∴ ご∴笠．珂∃  た亀1】仁一▼1l∇－i  

｝仁謡  
ナ Tllγ  

1ナ■■ 乙ト ヽ   ・峰■′   

■  ヽ  ヒk －  サインパネル領  

（注）現在、他の市町村へ住所を移すときは、一度住民基本台帳カードを返納し、  

改めて転入地市町村で住民基本台帳カードの交付申請を行う必要がある。   



住民基本台帳カードの交付状況  
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住基カード交付状況  

■19年度 匂2（〕年度  

平成20年11月末現在 累計交付枚数 2．834．883枚  

132′  615  

122′135  

10ロ0しY）－  l   l・l－ll－  
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◎住民基本台帳カード（住基カード）は住民基本台帳に基づき各市区町村において交付  

希望者に住民基本台帳  

カード（ICカード）を交付  ①日常生活での本人確認に使える。  

⇒写真付きのものは、公的な証明書として利用できる。  

（金融機関窓口、携帯電話契約時における本人確認）   

②市町村における本人確認に使える。  

⇒住民票の写しの交付や転入等の際の本人確認。  

全国どこでも住民票の写しが交付できる。  

転入転出手続きで窓口へ行くのは転入時1回だけ。  

③インターネットを使った電子申請セの本人確認   

に使える。  
⇒電子申請に使われる電子証明書（公的個人認証サー  

ビス）の格納媒体になる。（例）e一丁axでの確定申告   

④市町村内でワンカード化。  
⇒証明書等自動交付、印鑑登録証、図書館カード等に  

利用できる。  

銀行、行政窓口等での本人確認  

■ 犯罪収益移転防止法により、銀行等の金融機関の窓口において広く本人確認が  
求められている（例：口座開設、10万円超の現金の振込み等）。  

■ 住民基本台帳法の一部改正（20年5月施行）により、住民票め写しの交付の請  
求等における行政窓口での本人確認を厳格化。  

本人確認書類としての写真付き住基カードの機能の高まり   



勉総禦省  
MtC 慧i慧£崇㍊；鵬irs  

公的個人認証サービスの  

利便性向上に向けた取組   

平成21年2月6日  

総務省地域情報政策室  

公的個人認証制度の概要  

＜根拠法＞  

電子 名に係る地方公共団体の認証業務 に関する法孝  

（公的個人認証法）  

○ 平成16年1月 施行 ※関係省庁と協議ゐ上施行時期を決定  

○ 平成18年11月 一部改正（士業団体等を署名検証者に追加）   

＜実施体制＞  
■ 運営主体  

○ 都道府県＝・電子証明書の発行事務・失効情報等提供事務  

○ 市町村■・t電子証明書を発行する際の本人確認事務  

○（財）自治体衛星通信機構・・・都道府県知事が業務を委任   

■ サービス利用主体  

○ 署名検証者（行政機関等。民間分野については特定認証業務を行う  

者であることが要件）＜参考1＞参照  

○ 住民   



公的個人認証サービス  

○ オンラインでの行政手続等における本人確認のためのしくみ。  

○ 成りすまし、改ざん、送信否認などを防ぐため、高いセキュリティを確保。  

○ 電子証明書の発行件数：約85万件（2009年1月）  

電子署名・認証業務の詳細  

ハッシュ関数：任意のデータ量の情報を一定のデータ量の情報に圧縮変換する一方向性の関数  
メッセージダイジェスト：電子データをハッシュ関数で変換して得た値   



発行手続の流れ  
2．受付手続  

（申請書提出）  

3．本人確認  1．市区町村役所（役場）へ行く  

・実在していること  

（住民基本台帳データと突合）  

・本人であること  

（写真付住基カード、運転免許証etc）  

公的個人認証サービス  
電享言正明書膏再申請書  

中三I者氏名  、ん‘乎ま盲‾員‾R 嘉さi尤 大仁β  ふりがな  そうむ たろう  生年月日  き2軸：17年 6月17日      男女の別 住所  男 閏が聞2Tヨl黒地ご号   
※I氏名、住顔の妃瞳1蜜lよ．住民芸にk鐘さ九ている．▲  

事を闘いてください．  

X～ パソコン等で、住民ヌに紀犠さ九ている一l事が轟Eで  

きない場合、利島筍が日常ハソコン等で鑓楕している  

代｛文事を紀威して（ださい．  

（担当者）  

4．本人確認後、  

自分で鍵生成  
5．公開鍵提出  6．証明書発行手続   7．証明書の交付  

都道府県知事が発行  

（担当者）  

公的個人認証を利用．したオンライン手続の準備＜PCの設定等＞  

1．パソコンの環境確認  2．1CカードR／Wの取得  3．1CカードRIWの設定  

家電量販店  

lC力qドRハ〟 RIWのUSB  

4．JREをインストール   

申請先受付システムに対応   

したJREをインストーール  

5．利用者クライアントソフトの   
ダウンロード／インストール  

6．電子申請先の受付システム  
にアクセス  

に饉親て使いやすく！  

卜でとこでも雲呑・蠣殻  

一Tax  
※」REとは、Javaプログ  

ラムを実行するソフト   
ウエアのこと  

蛋
 
 

臨  
Sun mlcrosystems 

Webサイト  

公的個人認証サービス  

ポータルサイト  

静
 
 
 

平
 
 
 

雌
 
 

‾．：ぎ   

ノ ′り  上    ‾← －一一一▲、－■  インストール  インストール  eLTAX   



公的個人認証を利用したオンライン手続の流れ  

1，自宅等のパソコンで行政  
機関等のホームページを開く  

4．利用者の秘密鍵が格納され  
たICカードを／くソコンに接続され  

たリーダライタにセットし、秘密  
鍵を使用するためのパスワード  
を入力する  

2．利用しようとする申請・届出  

等のページを選択し、該当箇所  
をクリック  

3，様式に記入  

クリック  

【電子署名の方法】  5．電子署名の該当  
箇所をクリック  

長∃  

②ICカード内で電子署  
名の処理（暗号化）が  

行われる  

①電子署名を施すべき  
文書（デジタル情報）が  
1Cカード内に取り込ま  
れる  

③電子署名が付された  
情報がパソコン内に取  
り込まれる  

電子署名はIC㈹ ノコン  

内に秘密駐のデ「夕理移るjニと趨塵＿bも＿▼  

クリック  

公的個人認証を利用したオンライン手続の流れ  

6．送信の該当箇所を  
クリック  

全体が賠弓化され、棚引こ送丘  

クリック  

7．行政機関等のサーバー  
が受信   

■ 電子証明書の有効性を確認   

｝ 電子証明書の公開鍵で電子署名を復号し、申請書と照合（自動的に実行）   

1 電子証明書の氏名等と申請書の氏名等を照合   



公的個人認証の主な対象手続  （2008年4月1日現在）  

国（15府省庁等）  

一自動車検査登録（自動車保有関  

係手続ワンストップサービス）  

・国税関係手続  

■社会保険関係手続  

一国民年金及び厚生年金の年金   
加入状況・年金見込額の提供  

・商業・法人登記申請  

・不動産登記申請  

等  

市町村（35都道府県内の市町村）  

・市町村税の電子申告  

■介護保険関係手続  

・児童手当関係手続  

・国民健康保険関係手続  等  

電子証明書の発行件数（累計）  
900．000  

βう1？1亨  

800，000  7卓0、舛0   

719 
719．9ほ・3さ3 

700．000  

6フ9さアヨ  

600，000  

500，000  

÷5j．：蔓卓  

400．000  ‘  ∫  

さエコ5p；  

－・・、・tl  ．   ・ ・  

200．000   

100。000  

○  

十二・∵∴÷二十∴・÷二＼十：二十十∴∴．＋                                                                    9   



公的個人認証サ叫ビスの利便性向上に向けた取組（1）  

技術・セキュリティ面や費用負担面等を十分に踏まえながら、  
徹底した利用者の利便性向上策に取り組む  

○ 改善事項   

【操作性の改善】  

・非JAVA化（11月）  
．】。力＿ドリ＿ダライタの自動設定化（11月） ‡  

総クリック回数  

41回（昨年）→8回（今年）  

※若干の調整可能性有り  

【利用者サポートの充実】  

・所得税の確定申告期に向けた公的個人認証ヘルプデスクの設置（12月）  

・ICカードリーダライタの取得の容易化（市町村売店での販売を働きかけ）  

・公的個人認証ポータルサイト・FAQの改善（11月中）  

・公的個人認証からe一丁axに至る一連の操作に対応した利用者マニュアルの作成   

（1月中）  

10  

公的個人認証サービスの利便性向上に向けた取組（2）  

【周知・広報の充実】  

・各種団体（経済団体、士業団体、利用者団体等）等への周知・推奨、働きかけ  
■ 利用者マニュアルの作成・PDF配布（1月）  

■ 政府広報（インターネットでのフラッシュ動画）（2月～）  

・各方面へのリーフレットの配布（1月～ 数十万部）  

・地方におけるシニア向けパソコン教室の開催（2月～3月、3000人目途）  

・公的個人認証サービスリーフレットの市町村への配布（1月～ 約70万部）  

・国税庁ダイレクトメールに公的個人認証リーフレットを同封し配布  

・リーフレットの窓口（市町村一税務署一家電量販店等）配布  

・自治体広報誌での周知・広報  

・】Cカードリーダライタ普及促進協議会と協力し、全国のICカードリーダライタ取扱店に   

関する都道府県別の資料を作成・配布  

○ 制度的検討事項  
・電子証明書の有効期限の延長（例：3年→5年）  

・電子証明書のオンラインでの更新  

■ 格納媒体の多様化  

・公的個人認証サービスの用途の拡大  

〈メリット〉 簡易な手続についても同一手段により利用  

く課題〉 セキュリティ水準、具体的ニーズ  

11   



＜参考ノ1＞  

署名検証者の範囲（公的個人認証法第17条）   

① 行政機関等〔国、地方公共団体、独立行政法人、認可法人等〕   

② 裁判所   

③ 行政機関等に対する申請、届出その他の手続に随伴して必要となる事項につき、電磁的方式により提   
供を受け、行政機関等に対し自らこれを提供し、又はその照会に応じて回答する業務を行う者として行   
政庁が法律の規定に基づき指定し、登録し、認定し、又は承認した者  
〔自動車ワンストップサービスの登録情報処理機関〕   

④ 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者   

⑤ 電子署名及び認証業務に関する法律第2条第3項に規定する特定認証業務を行う着であって政令で定   
める基準に適合するものとして総務大臣が認定する者   

⑥ 行政機関等及び裁判所に対する申請、届出その他の手続に必要な電磁的記録を提供する団体で政令で   
定めるもの〔学校法人等〕   

⑦ 法律の規定に基づき他人の依頼を受けて行政機関等及び裁判所に対する申請、届出その他の手続を行   
う者が所属する団体で政令で定めるもの〔士業団体〕   

⑧ 行政機関等及び裁判所に対する申請、届出その他の手続に必要な電磁的記録を提供する者が所属する   
団体又は機関で政令で定めるもの 〔法務省（公証人に失効情報等を提供）〕  

12  
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＜参考2＞  
公開鍵認証基盤（PKI）の仕組み   

PK）（PublicKeyInfrastructure：公開鍵認証基盤）  

＝公開鍵暗号方式に基づく電子認証の技術基盤   

秘密鍵による暗号化（電子署名）、公開鍵による復号化、第三者機関（認証局（CA））   
が発行する公開鍵の電子証明書を組み合わせて本人性の確認や文書の改ざんの有無の検   

知を行う。  

発信者から送付され  
た公開鍵で暗号化さ  
れた文書を復号化  

文書本体と突合し、  
改ざんの有無を検知  

厳重に管理する  
秘密鍵で電子文  
書を暗号化  
（＝電子署名）  

公開鍵暗号方式とは、公開  

鍵・秘密鍵を用いた暗号技術。  

公開鍵■秘密鍵とは、暗号化・  

復号化のアルゴリズム（処理  

手順）のこと。  

二つの鍵はペアとなっており、  

片方の鍵で暗号化されたもの  

は、もう一方の鍵でしか復号  

化できない。  

片方の鍵からもう一方の鍵を  

割り出すことは事実上不可能  

（公開鍵を公開しても秘密鍵を  

複製されるおそれがない。）  

文書本体と併せ、暗号化された文  
書と公開鍵・電子証明書を送付  

受信者  発信者・っ  
公開鍵の電子証明書  

を挙行  

電子証明書の  

効性を照竺′デ嬉子証明書の有  

＿、才効性を回答  公開鍵を通知し、  
電子証明書の発  
行を申請  

′ダ  

盛
翻
陛
一
 
 
 

望
．
巾
■
 
 

（注）実際には、文書をそのまま  
暗号化するのではなく、ハッシュ  
関数と呼ばれる関数で特殊な値  
に圧縮変換してから暗号化する  
が、簡略化のため省略している。  

．∴t、・J・頼圭  

13   
認証局  

（CA二Ce「tificateAuthority）  
秘密鍵  公開鍵  
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地域情報プラットフォームとは  



地域情報プラットフォーム構想の推進  

（
標
準
仕
様
）
 
 

業
務
や
技
術
を
標
準
化
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地域情報プラットフォームの普及促進  

地方公共団体における地域情報プラットフォームを活用したシステム再構築の促進  

（人中lO万人以上の地方公共団体を対象にした調査結果）  

・地域情報プラットフォームに係る予算措置を平成20年度に講じた自治体 21団体  

・今後3年程度の計画に地域情報プラットフォームヘの対応を盛り込む自治体 



嬰嘩情報フラットフォ叫ムを活用したシステム再構築の事例①  

型嘩情報プラットフォームを活用したシステム再構築の事例②   

大型汎用機と縦割り個別システムを中心とした現状体制上の課題解決と、更なる「住民サービス向上」、  

「事務処理の効率化」を目的に、平成18年度から情報処理体制再整備事業を展開。全庁最適を実現するため、  
SOAの概念を導入し、地域情報プラットフォーム標準仕様を採用した共通基盤※10及び業務システム（住民  
基本台帳、個人住民税等）の構築を順次推し進め、平成22年度中には大型汎用機からの完全移行を予定。  

ICT全体経貴は、平成18～24年度で173億円の見込み。旧方式を継続した場合（同182億円）と比べ、再整備  
当初は一時的に大きな経費が必要になるが、平成22年度以降は経費削減効果の方が大きくなる見込み。  

大型汎用機から完全移行した  
平成22年度以降  

約25億円／年→約20億円／年  

（△約5億円／年）   

20％の削減効果期待  

7年間の累計で  
約9億円の削減  

‾■■‾‾■ヽ  

H18  H19  H20  H21    H22  H23   H24t  口  新  
方  

式   

旧 方  

L累幣漂額 5・7ト14・9l6・OL△0・9△4・6 △9・3‡       、■■－■■■■■■l■■■－■■ll■■●－●－   
：旧方式（大型汎用機＋現行システムを継続した方式）で運用した場合の経費予測  

：新方式（「地域情報プラットフォーム」を活用したシステム再構築を行った場合）の経費予測  
H18 H19 日20 日21 日22 H23 H24  

【参考：江戸川区情報処理体制再整備計画】   



重点計画－2008（抜粋）（平成20年8月20E】：lT戦略本部）  

世界一便利で効率的な電子行政  

ライフイベントごとの複数の行政手続が－か所で完結でき、電子的処理のプロセスも「見える化」され、行政機  
関も／くックオフィス連携により効率化を図ることのできるワンストップ■予行政サービスを実現し、利便性、透  

明性及び効率性の高い電子社会の構築を目指す。具体的には、この後の施策の実現に向け検討を進め、国の  

行政機関及び地方公共団体のみならず、公的機関、民間機開との相互連携により、国民の視点に立ったワン  
ストップ電子行政サービスを推進する。  

①利便性・サービス向上が実感できる電子行政の実現  

（1）地方・国の枠を超えた電子行政窓口サービス等の実現に向けた検討  

（ア）「次世代電子行政サービスの推進」  

2008年6月に次世代電子行政サービス基盤等検討プロジェクトチームにおいて策定された「次世代電子行政   

サービス（eワンストップサービス）の実現に向けたゲランげザイン」に基づき、まず、引♯と過書手掛こ？いての  
ワンストップ他について．2010年麿を目途に標準モデルを構築し．実用化を目指す。さらに、国民の求めに  
応じて行政機関相互で各種の行政情報を共同利用できる新たな仕組みを設け、国民・企業の負担となっている行  
政手続上の添付書類の廃止・省略に向けた取組みを進める。  

（イ）「地域情報プラットフォーム堆進事業J  

地方公共団体等の情報システムが相互に接続t連携できるようあらかじめ各々のシステムが準拠すべきルール  

として定めたー地域情報プラットフォーム青草仕軌を應用したワンストップサービス※1の実証実景を行い、  
200＄年度までに地方公共団体間及び地方公共団体一民間聞の運用面等における課魔の抽出とそめ解決方策の  

提示を行う。2009年度には、次世代電子行政サービス基盤等検討プロジェクトチームにおける国→地方等間の引   

越・退職手続のワンストップ化の検討の成果を受けた実証美鹸や、公共アプリケ「ションとして医療・健康及び防災  

分野等で検討が行われている棲準仕様等を活用した実証実験等を行うほか、「地域情報プラットフォーム標準仕  
様」を活用した情報システムの標準化にモデル的に取り組む地方公共団体に対する地域情報化アド／くイザーの派  

遣等による支援を行い、国・地方の包括的な電子行政サービスの構築に向けた取り組みを行う。  
また、これらの実証実験等の成果を地方公共団体等に普及するとともに、地方公共団体等の情報システム聞連  

携によるワンストップサービス※1を実現するために不可欠な認証の共削ヒに向けた技術的検討を推進する。  

用語集  

1箇所で、又は一度の手続：処理で、必軍とする作業をすべて完了できるサービスのこ  

と。  

ASPは、アプリケーション■サービス・プロ／くイダーの略。アプリケーション（＝システム）  

を利用する場合に、自らシステムを所有するのではなく、インターネットを通じ事業者か  

らサービスの提供を受ける形態。  

引越（住所変更）の際に必妻となる様々な行政、民間への手続が対象。これらの手続に  

ついてワンストップ化を目指す。  

ワンストップ化により高度なサービスが提供され、地域活性化が期待される分野。例え  

ば、「移住・交流」、「観光」、「子育て」、「健康増進」等。  

申請を行う職員が、庶務担当者を介することなく、直接システムに入力（申請）すること  

（これまで庶務担当者が行っていた出勤簿整理等め事務を省略）。  

個別の業務やシステムを見直すのではなく、組織（庁内）全体の業務やシステムを見直  

し、重複する業務やシステムの機能の排除等による業務、システム全体を通じた適正化。   

安価で小型なコンピュータが登場する1980年代以前から、地方公共団体や企業の基幹  

業務システムなどに用いられてきた大型コンピュータの呼称。  

業務システムが共通して利用する機能。具体的には、認証・認可機能、業務プロセス管  

理機能や統合データベース機能など。  

業務ごとの情報システム（住民基本台帳システム、個人住民税システム、国民健康保険  

システム等）  

業務システムが共通して利用する機能（認証■認可機能等）が集約されたものであり、情  

報システム全体を一元的に管理運用するシステム。   

※1  ワンストップサービス  

※2  ASPサービス  

※3  引越分野  

※4  地域活性化分野  

※51発生源入力  

※6  全体最適化  
（＝全庁最適化）  

※7  ホストコンピュータ  

（＝大型汎用機）  

※8  共通機能  

※9  業務アプリケーション  
（＝業務システム） 

※10ノノ′ 共通基盤  



地域情報マラーγトフォ岬ム推進事業   

官民の情報システムが相互接続■連携できるよう、あらかじめ各々のシステムが準拠すべきルールである  
r地域情報プラットフォーム標準仕様書V2．OJに準拠したシステムの実証実験を行い、様々な運用  

面などにおける課題の抽出と解決方策の提示を行うことで、国民の利便性向上、行政事務の効率化及び地  

域の活性化に資する公共情報サービスの早急な実用化と普及を図ること。  

内 容   

r引越ワンストッブサ「．ビス分野J及び r地敏活性化分野」．におけるワンストップサービスの早羞  

な圭点化と飽こ向建た運用面⊥制度面」にお！馳鮎虻と魔法豊の温衰蔓を委託する。  
委託先（民間法人）は、成果物として①成果報告書（ワンストップサービスの実現に向けた全体構成の設計  

課題と解決策・地域活性化効果等）、②稟用仕様案（業務・次期分野横断基盤J相互接続等に係る襲用仕様  
案）等を策定し、国はその嘩果物を広く他の団体に周知・提供することにより、rワンストップサービスJ  

の早急な美規・普及を図る。  

分  野  

サ瑚  

諾〔  移住交流支援系  1件  
住民生活向上系  3件  
地域産業活性化系 1件  

提案の慨零（引越ワンストγ7サービス分野）  

委 託 先：株式会社日立製作所  

フィールド‥千草県市川市・島根県奥出雲町■福岡県北九州市  

サービスの概要：引越ワンえトップポータルを構築。引越に伴う転出届、転入届、児童手当申請、転入学手続、電力の使用停  
止・使用開始の申込等の手続を一度のオンライン申請と厳格な本人確認が必要な転入先への一回の訪問で完結。また、利  

用者の家族構成に応じた手続に関するガイダンス情報等をプッシュ型で提供。  

転出元地方公共団体  

情報提供 

（電子申請後）   

※ 実証実験用のシステムを構築し、市川市、奥出雲町、北九州市の実言正実験ルームにおいてモニターが試験的に利用。   
9  



レセプトのオンライン化の状況について  

厚生労働省保険局総務課保険システム高度化推進室  

≪これまでの取扱い≫  

紙のみ  

⑳  

≪これまでの取扱い≫  

紙媒体  

平成18年度に電子媒体やオンラインを追加  

平成23年度からはオンラインのみ  

1．平成18年4月から、これまでの紙又l  に加えて、オンラインによる請求も石   

2．  

①空虚20年4月からは、卿こ限定   

】病 院：規模、コンピュータの機能・導入状況により、20年度から（400床以上）、  

21年度から（400床未満）等   

一 診療所：コンピュータの導入状況により、22年虔から（既lこ導入している診療所）、  

それ以外は23年度から   

■ 薬 局：コンビュwタの導入状況により、21年度（既に導入している薬局）から、  

それ以外は23年度から  

②空虚廻比   
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▼一 小」くり ■『■l∫〉 班薮＝か弱放  

レセプトのオンライン請求における代行請求イメ⊥ジ  

オンライン請求殻傭を持たない診療所専が代行請求機関を通じてオンライン請求を行う場合のイメージ  

①診療所等で、レセコン（レセプトを作成するためのコンビュ「タ）もしくは手書きにより、従来通りに紙レセプトを作成する。  

ルセプトt算に対応したレセコンを保有している場合は、紙lこ印刷せす、FD等の媒体へt子レセプトを作成する。）  

②代行鱒求機関へ、レセプト（紙もしくは媒体）を送付する。  

③代行請求機関では、紙レセプトの寺子化を行う。  

④代行計革機関から複数鯵儒所専のレセプトデータを審査支払機関のオンライン謂無システムヘ送信する。  
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社会保障カード（仮称）を巡る最近の状況  

厚生労働省政策統括官付社会保障担当参事官室  

安心実現のための緊急総合対策（抄）  

平成20年8月29日  

「安心実現のための緊急総合対策」に関する  

政府・与党会議、経済対策閣僚会議合同会議  

第2章 具体的施策  

2．医療・年金・介護強化対策  

（1）医療の安心確保  

（前略）  

また、平成23年度中を目途に実現することとされている社会保障カード（仮称）について、実現に向けた環境整備を  

行う。  

〈具体的施策〉  

（前略）  

○社会保障カード（仮称）の実現に向けた環境整備  

・実証実験の早期実施  

一自らの健康情報や年金情報をオンラインで安全に閲覧できる環痩の整備   



持続可能な社会保障構築とその安定財源確保に向けた「中期プログラム」（抄）  

平成20年12月24日 閣議決定  

Ⅱ．国民の安心強化のための社会保障安定財源の確保  

2．安心強化と財源確保の同時進行  

国民の安心強化と持続可能で質の高い「中福祉」の実現に向けて、年金、医療及び介護の社会保障給付や少子化   

対策にういて、基礎年金の最低保障機能の酎ヒ、医療・介護の体制の充実、子育て支援の給付サービスの強化な   

ど機能強化と効率化を図る。このため、別添のエ程表で示された改革の諸課題を軸に制度改正の時期も踏まえて検  

討を進め、確立丁制度化に必要な費用について  した上で、段階的に内容の具体化を匡  

2
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社会保障国民会議 最終報告（抄）  

平成20年11月4日 社会保障国民会議  

2 これからの社会保障 ～中間報告が示す道筋～  

3 社会保障の機能強化のための改革  

（6）セイブティネット機能の強化  

社会保障制度が持つリスクヘッジ機能の強化、適時適切なサービス痙供の実現という観点から、①高額療養費制度の  
改善（現物給付化など）、②低所得者対策の見直し（制度横断的な改革）を行うべき。ITの活用や社会保障番 号制の導  
入検討を積極的に推進すべきである。  

3 中間報告後の議論  

（1）低所得者対策  

（前略）  

低所得者対策として各社会保障制度ごとにきめ細かく負担軽減策が講じられているが、制度ごとの体系がバラバラで   

あり、複雑である。国民の視点からみて、分かりやすく利用しやすいものとするよう制度を見直し、各制度の担当者が相   
互理解に努めるとともに、制度横断的視点に立って、ワンストップサービスなど手続きの簡素化や負担の軽減、必要な   
事務の効率化のための基盤整備（社会保障番号・カードの検討等）を進めるべきである。  

5 おわりに ～国民会言義からのメッセージ～  

（前略）   

今後、社会の高齢化が進み、負担の増加が避けられない中で、社会保障の機能を強化し、同時に安定的な持続できる  
制度にしていくためには、大胆な制度改革が不可避であり、そのような改革を実現していくためには、サ「ビスの利用者  

＝受益者であり、同時に負担者でもある国民が、文字どおり当事者として議論に積極的に参加し、国民の目線で議論を  
進めていくことが必須である。そのためにも、社会保障制度を、より分かりやすく、利用しやすいものにしていくとともに、進  
会保障に関する情報・デ ㈱  

障番号制の導入検討を、国民の合意を得ながら積極的に進めていくことが必要である。  

（後略）  

示すための社会  

平成21年度政府予算案（社会保障カード（仮称）関係）  

社会保障カード（仮称）の導入に向けた検討   

社会保障分野におけるICカードの利活用に関する検討を更に推進する。  

3．9億円（H20年度 2．1億円）  
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資料2  

「これまでの議論の整理」に基づく主な検討事項の整理（案）  

（※括弧内の数字は「これまでの議論の整理」の該当頁）  

1 社会保障カード（仮称）の位置付け  

● 社会保障カード（仮称）は社会保障制度全体を通じた情報化の共通基盤として位置   

付けられるべきものであり、このような基盤が整備されることにより、   

・社会保障制度における自らの情報や社会保障制度に関する情報の可視化・透明化  

を進めること、   

・ 効率的にきめ細かなサービスを提供すること   

が一層進むことが見込まれる。また、、こうしたことにより、紙媒体を基本とした手続   

等に比べて利便性が向上するとともに、社会保障制度に対する国民の信頼の向上につ   

ながることが期待される（P4）   

● 本検討会では、差し当たり、年金手帳、健康保険証、介護保険証の役割を果たし、   

年金記録等を簡便に確認セきるものとして検討（P4）  

2 医療等の現場での活用  

● 検討会においては、  

・医療・介護の現場では、保険者間の移動、姓の変更、転居など様々なライフイベ  

ントを通じても確実で継続的なサービスを安全・安心に提供することが期待されて   

おり、社会保障カード（仮称）の導入に当たっては、様々なライフイベントの影響  

を原則受けない、医療・介護の現場で用いるための本人の識別番号を導入すべきで  

ある  

・社会保障カード（仮称）導入後も、医療・介護の現場では相当期間、従来からの   

紙処理とコンピュータ処理が混在することが予想されるため、そうした医療・介護   

の現場で用いられる識別番号は可視化して表示されるべきである   

との意見があった。   

したがって、医療・介護の現場における利便性を向上させつつ、混乱を招かないた   

めには、医療・介護の現場で用いられる可視化された識別番号の必要性及びそれを制   

度を越えて運用しないことを担保する仕組みを検討する必要がある。  

一方、  

・本人の識別のための番号がどのような目的で使われるのかが明確化されない状況   

で、年金」医療・介護の3つの制度を一体的に扱う統一的な番号の導入を前提とし   

たかのような議論がなされるべきではない  

3つの制度を一体的に扱う必要があるのか疑問である   

との意見も寄せられたところであり、年金・医療・介護の3分野を社会保障カード（仮  
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称）の対象とすることについては、年金制度における基礎年金番号のように、目的が   

明確で利用される範囲が限定された医療・介護の現場で用いられる可視化された識別   

番号の必要性等の議論も踏まえて、今後とも検討を進めていく必要がある。（P9）   

● ICカードを導入したことにより新たに発生する運用面での課題や留意点もあるこ   

とから、これらについて、今後更に検討を行う必要がある（P17）   

● 移行期間やICカードの機能が使用できない状況においても、現行の被保険者証と   

同等の運用を継続するためには、保険資格情報を記載した別紙を交付することや、カ   

ード券面に、資格確認やレセプト請求が可能な情報を記載しておくといった措置が必   

要となる （P20）   

● 「現行の被保険者証等からの移行期間」や「訪問看護、往診の場合等ICカードが   

利用できない状況での運用」、「停電等のトラブル発生時の運用」について、それぞれ   

の相違点にも留意しつつ、制度的な対応、技術開発による代替手段の確立（携帯電話   

等の携帯端末の活用）も含めて、具体的な対応策を今後更に検討する必要がある  

（P21）   

● カード券面にレセプト請求等が可能な情報（制度共通の統一的な番号等の本人識別   

情報）を記載する場合には、制度・本人の意図しないところで名寄せに使われるなど   

のリスクが高まることになる（P20，21）   

● 社会保障カード（仮称）導入時においてすでに発行されている保険証等を切り替え   

る場合の方法、発行されたカードにつき、転居、氏名変更、保険者異動、カード紛失・   

更新等の際の手続をどのようにして行うか（P23）   

● 関係者間でどのように交付対象者の情報をやりとりし本人を同定するか（P24）  

3 仮定の検証  

●ICカード（ICチップ）、本人識別情報、アクセスを中継するた吟のリンクのみ   

を保持する機能を持っデータベース（以下「中継DB」という。）を組み合わせた仕   

組み（P3）   

① 差し当たり、「案1 制度共通の統一的な番号」又は「案2 カードの識別子」  
を基本として更に検討を進めることとした（P8）   

② 本人識別情報の案は、制度内・制度間で利用者の識別を行うための方法であり、  

電子的に利用者の情報にアクセスするためには別途オンライン上で認証を行うこ  

ととなるが、認証については、本人識別情報を認証に直接用いるよりも、国際技  

術が確立しており一定のセキュリティを確保しやすい「公開鍵暗号の仕組み」を  

用いる方が安全性において優位であると考えられる。その際、この公開鍵暗号の  

仕組みを用いた認証については、認証しうることをもって識別に代えることも可  

能であることから、本人識別情報として、先に記載した「案1」「案2」に加え、  
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「公開鍵暗号の仕組みを用いた認証を用いる方法」も併せて検討することとした  

（P8，9）   

③ カードのICチップには医療保険の資格情報そのものや年金記録等の情報その  

ものは収録せず、ICチップ内情報の書き換えの機会を極力減らしICカードの  

セキュリティを確保する。必要な情報の取得にはICチップ内の本人識別情報を  

用いて外部のデータベースにアクセスする （P12）   

④ この中継DBが保有する情報について、中継DBに様々な情報を持たせること  

は情報の一元的管理が行われるとの懸念が生じることから、中継DBが持っ情報  

は必要最小限の情報とする。  

具体的には、  

・ 本人識別情報  

・各制度の被保険者記号番号等（各種の公費負担医療も対象とする場合について  

は、それぞれの公費負担者番号、公費負担医療受給者番号）  

等を保有することとし、資格や給付情報等その他の情報は、現在と同様、各保険  

者が保有することを想定した。その一方で、ノ各保険者は本人識別情報や他の保険  

者が管理する被保険者記号番号を保有しないと想定した。（P13）   

⑤ 被保険者は自分の資格情報へのアクセス履歴を確認できるものとする（P16）   

⑥ 医療機関において必要とされる情報以外の情報が見られないような仕組みとす  

る必要がある （P17）   

● オンライン上での厳格な本人確認の仕組みとしては、既存の仕組みを最大限に活用   

し、費用対効果に優れた仕組みとする観点から、現在、電子申請において安全性と信   

頼性が確保された方法として認められている公的個人認証サービスの電子証明書を用   

いる方法等を検討する必要がある。（P14）   

● レセプトの開示については、現行制度の下では非開示となるレセプトもある ことか   

ら、具体的な開示の仕組みについては、今後検討を行う必要がある（P15）   

カードの交付主体については、  

住民基本台帳カード・公的個人認証サービスの発行の仕組み、基盤、運用の実  

績を有していること   

・ 国民から見てもっとも身近な行政主体であり、一般的に利便性が高いこと  

等を踏まえ、市町村と仮定。（P22）  
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4 関連し得る仕組みの活用  

● 既存のICカード・ICチップを含む媒体の利用（P25）   

① 住民基本台帳カード   

平成20年6月11日にIT戦略本部でとりまとめられた「IT政策ロードマッ   

プ」においては、「住民基本台帳カードの普及にあたっては、社会保障カード（仮称）  

の議論と一体的に検討を進める」とされていると■ころであり、今後更に検討を進め  

ていく必要がある。  

その際には、現在の仕組みを前提とすると、  

・ 市町村をまたがる住所変更の際には住基カードの再発行が必要となること  

・ 住基カードは希望者に交付することになっていること  

・現在の住基カードは自治事務として市町村長が発行責任者となっていること  

等に留意する必要がある。   

② その他のICカード   

③ 携帯電話   

● 認証基盤の活用 （P26）   

① 公自勺個人認証  

情報の閲覧等を行う際、ネットワーク上での厳格な本人確認を行うことにより  

成りすましなどを防ぐ必要がある。その具体的な仕組みとしては、現在、電子申  

請において安全性と信頼性が確保された方法として認められている公的個人認証  

サービスの電子証明書を用いる方法等を今後検討する必要がある。   

② HPKI  
厚生労働省で構築している保健医療福祉分野の公開鍵基盤（HPKI：  

Healthcare Public KeyInfrastructure）を資格確認等における医療関係者資格  

を有することの確認に用いるこ とを今後検討する必要がある。また、現在、HP  

KIは電子署名基盤であることから、認証用証明書の発行についても今後検討す  

る必要がある。  

● ネットワーク基盤としてのレセプトオンラインネットワークの活用（P26）  

平成18年4月から開始された、医療機関や琴局から審査支払機関へのレセプト  

の送付のオンライン化は、規模による段階的整備が今後進捗する予定である。  

今後、医療機関等と審査支払機関とのネットワークが整備されていくことが見込  

まれ、また、これらの動きを踏まえ、医療機関等のIT基盤が整備されていくこと  

が想定される。  

医療機関等におけるオンライン資格確認を可能とするための環境整備については、   

新たな投資を極力避けるため、これらの基盤を活用することが有効と考えられる。  

● 電子政府関連施策等との連携（P26）  

現在、内閣官房で検討が行われている電子私書箱（仮称）及びオンライン利用拡   

大策等の電子政府への取組みの動向や、社会保障分野の周辺で進捗する他の情報化  

政策にも注意を払いつつ検討を進める必要がある。  
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5 その他  

● 各制度・現場の状況を踏まえた対応（P3）   

● 医療機関、保険者等の環境整備をどう進めるか（P3）   

● 現行の保険証等からの切り換えに伴うリスクの分析（P3）   

● ITの利用に不慣れな方等、様々な利用者への配慮（P3）   

● 仕組みの実現と制度運用に当たっての法的手当を含む制度的対応の必要性（P3）   

● 社会保障カード（仮称）の仕組みに要するコストの試算（P3）   

● 受益と負担の関係も踏まえた費用負担の在り方（P3）  
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平成21年1月8日  

社会保障カード（仮称）の在り方に関する検討会作業班  

班長 山本隆一様  

医療保健・介護保険関連番号の考え方について  

検討会委員 大江和彦  

標記検討会作業班におかれましては、多大なる検討作業を積み重ねておられる  

ことに、検討会の－委員として深敬意と謝意を表します。  

これまでの作業班での検討結果の報告ならびにそれにもとづく検討会での議論  

の経過を踏まえ、医療保険・介護保険関連番号に関して一委員として以下のよ  

うな考え方を作業班に提出させていただきたく、できれば今後の検討作業にお  

いて参考にしていただければ幸いです。  

基本的な考え方  

1 現在検討されている社会保障カード（仮称）（以下、カードと言う）を医療・   

介護保険証としても使用できるようにすることに反対ではない。  

2 しかし現実問題としてカードが医療・介護保険証として使用できるためには、   

被保険者情報と結びつけられる番号等がカード上に明示されており、カード   

が使用できない場合でも医療・介護保険証としての必要な番号情報が医療・   

介護機関において取得でき、滞りなく医療・介護が提供できることが必要で  

ある。  

3 一方、年金番号と医療・介護に関する番号とを共通化したような制度横断的   

な番号を、社会保障サービスにおける個人番号として導入し医療介護で利用   

することには反対である。  

4 しかし、年金などの他の社会保障サービスと制度横断的でない新たな固有の   

番号を、保健医療介護サービスのための共通番号として発行（以下、保健医   

療番号という）し、それをカードによっても使用できるようにすることには   



賛成である。  

細部の考え方の提案  

1 カードを医療・介護保険証として使用する場合、カードの本運用が開始され   

てから3年程度の十分な移行期間を設定し、移行期間においては従来の紙の   

保険証の使用も可能とすることが必要である。  

この場合、前記の保健医療番号を紙の保険証に追記入するなどして、効率的   

に同番号を使用できるようにすることが考えられる。  

2 保健医療番号の発行と活用については以下の考え方を提案する。   

2．1保健医療番号は、年金番号とは別の番号体系で発行し、医療機関・介  

護機関およびその保険者は、自らが行う医療・介護・保健に関するサ  

ービスおよびそれらの質と安仝の向上に寄与する活動において、その  

必要に応じて自主的判断でその番号を使用できる。  

2・2保健医療番号を、カード券面（または裏面または牢－ドと常に一体的  

に運用されるカードホルダ等）に利用者が認識できるよう明示すると  

ともにカードICチップ内にも記録し、前項の利用がITにより効率  

的に実施できるようにする。  

2．3 保健医療番号の利用範囲、同使用の義務および任意可用性に関する運  

用ルールについては、医療機関・介護機関・保険者等など関係機関と  

十分な協議の上でガイドラインもしくは法令等を作成することによる。  

2．4 保健医療番号を、前項で既定する利用範囲を超えて別のサービスで利  

用することを禁じる仕組みが必要である（基本的な考え方3）。  

2．5 保健医療番号は、原則として1人に対して1番号を継続的に使用する  

ものとするが、本人が希望する場合にはそれまで使用していた番号と  

の連結不可能な別の番号に変更できるよう制度設計を行う。  

以上   




